
参考 

 

国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律（抄） 

第二十二条 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）の一部を次のように改正す

る。 

第十四条の七第一項第三号を第十四条の七第一項第四号とする。 

第十四条の七第一項第二号の次に次の一号を加える。 

三  労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）、健康保険

法（大正十一年法律第七十号）、船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）、厚生年金保険

法（昭和二十九年法律第百十五号）、国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）、

国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五

十七年法律第八十号）又は介護保険法（平成九年法律第百二十三号）の定めるところにより

納付義務を負う保険料（地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の規定による国民健

康保険税を含む。以下この号及び第二十九条において「保険料」という。）について、第十

四条の五の規定による登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納

処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該

処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料のすべて（当該処分を受けた者が、当該処分

に係る保険料の納付義務を負うことを定める法律によつて納付義務を負う保険料に限る。）

を引き続き滞納している者 

附則 （平成一九年七月六日法律第一一〇号）（抄） 

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

一  第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五

条、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日 

四  第八条、第十八条及び第二十条から第二十三条まで並びに附則第七条から第九条まで、

第十三条、第十六条及び第二十四条の規定 平成二十一年四月一日 

（社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置） 

第八条  第二十二条の規定による改正後の社会保険労務士法第十四条の七の規定は、第二

十二条の規定の施行の日前に受けた滞納処分については、適用しない。 

（罰則に関する経過措置） 

第二十七条  この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条にお

いて同じ。）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第二十八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。 


